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はじめに

中国国内の商品流通にとって、藍金の賦課が多大な障害となったことは繰 り返すまでもない。

市場の拡大、流通の迅速化の要求に伴い、藍金の障害除去への商工業者の圧力も当然たかまる。

当初より、藍金を流通障害の関鍵とみなした外国資本は、輸入税に加え、その半額の付加金

をもって藍金等内地通過税に充当するとい う子口税制度により、外国商品に対する藍金の賦課

を排除 しようとした。この制度が各地方藍局fの 消極的対応によって十分に機能 しなかったこ

とは、先行研究1)で 明らかにされているごとくである。

では流通阻害に対 し、国内の製造業者はどのように対応 したのか。

中国資本も機械制工場を設立するに及び、その販路拡大には諸処での藍金賦課の弊害に遭遇

することになった。外国品(洋 貨)模 倣の製造品に対する特別の課税法は、ここに端を発する。

光緒八(1882)年 、北洋大臣李鴻章が上海に機器織布局を創設するにあた り、その製品に、各

地に転送 しても輸出入税率表に したがい正税一回を納付すれば、藍金を含む一切の内地税が免

除されるよう奏請 して勅許をえた。上海機器織布局の例では、上海地域での運搬販売は非課税

であ り、他地域への移出は綿糸1担 当た り、威豊八(1858)年 の輸出入税率5%に 相当する

「正税」0.7両 の納付のみで済むことにな り、一方輸入品は、0.7両に加え、藍金に代替 して子

口半税を選択すれば0.35両を合計 して、1.05両 を海関に納付するとい う差異が生 じた。つづい

て光緒十六(1890)年 、湖広総督張之洞も湖北機器織布局設立に際 し、同一の権利を得た。2)

このような事例は、大官僚の工場に対する特権的優遇措置の感を免れないが、中国の商工業

発展にとって、問題は、その後一般の工場にどのような措置がとられたのか、である。

結論的にいえば従来の、一般国内製品への税制上の無策とい う見解に対 して、実質的な減税
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が行われていたことが明らかになろう。その過程で、清末新政の制度改革の一環のなかで、国

内税制決定施行機関として設置された税務処の積極的な活動も垣間みえる。

本稿は、中国政府が自国資本の工場製品に、流通政策上実質的な保護政策を取 りえたこと、

その際、実例がどのように展開 していったのかを追 うことを 目的とする。

()は 筆 者 註 、 〔 〕 は原 史 料 註 。

(1)清 末の 「保護政策」の端緒

①税務処の設置

は じめに関係する行政機構、ことに民国以降を主に減税決定に役割を果た した 「税務処」に

触れてお く。在華機械制工場製品の課税、免税については、最初、総理各国事務衙門が担当 し、

光緒二十七(1901)年 に成立 した外務部が引き継いだ。こののち光緒三十二(1906)年 、清朝

政府は勅令によって 「税務処」を設立 し、この機関が工場製品の課税問題に直接関与すること

になる。当初、督辮税務大臣に戸部尚書鉄良を、会辮税務大臣に外務部右侍郎唐紹儀を任命 し、

すべての各海関の華洋人員を統括させることとした。かつ督辮税務大臣の名義で総税務司 ロバ

ー ト・ハー トに制度上、命令を下そ うとした。包括的な目的からすれば、清朝政府の税務処の

設立は、中国の外交、財政の利権回収を意図 したものであることは確かであろう。真先に抗議

を行ったのは英国である。これに対 し清朝政府は、単に総税務司の統括に対する変更であって

(総税務司は総理衙門、のち外務部に属 していた)、海関内部には何ら変動はないと表明 して、

ことを納めた。3)た だし、海関内部の関係す なわち総税務司 と各 口税務司および各口税務司

とその関員との関係は変更無かったが、総税務司は外務部に直接、公文を送ることが出来なく

なり、戸部、外務部の双方と関係を持つ税務処を通 して文書の交換をすることになったのであ

る。4)こ の点よ りして、陳詩啓は、税務処設立に よって生 じた総税務司の最大の危機は、総

税務司が外交機構と直接の連絡を取れなくなり、外交交渉に干渉 しがた くなったことであると

述べているが、5)国 内関税への介入如何についてはこの時点で触れていない。

このほか、税務処設置の目的自体については、中央政府と地方との税収の視角からの見解も

出されている。飯島渉は、中英追加通商条約(光 緒二十八年、1902年 、いわゆるマッケイ条約)

の交渉以来、裁藍加税の実施を北京政府が執拗に要求 した理由の一が 「直接中央政府に帰入す

る確実なる財源を要する」ためであるとして、のちに、「洋関(海 関)を 監督下に置 くべ く」

設置された税務処は、「地方政府に対する中央集権的財政機構の確立を主たる目的 としていた」

としている。6)

た しかに税務処の設置によって、総税務司の外交交渉への直接介入の面に関 しては弱体化 し
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たかのようであるが、もう一つの、清朝政府の海関における財政権を含めた利権回収の企図は

ただちには効果を生 じなかったように見える。ただ、これより前、海関の用いる各種文書は従

来ほとんど英文のみであったのが、光緒三十二年十一月、外務部が、海関報告は英、中両文を

並列させるよう文書で規定 したこと、この外、税務処成立後、光緒三十四年に税務学校を、北

京、漢口、上海、福州、広州等に創設 し、中国人の高級税務職員を養成 して、「洋員」に代替

する準備を行な うなど、外務部、税務処は利権回収の企画を着 々とすすめていた ようであ

る。7)

のちの税務処も含めその意義については、中国の関税制度の沿革に於いて一画期をなすもの

とする見方 と、8)そ の設置は 「利権回収運動 ノー余波 ノミ、現今ハ唯総税務司 ト外交部財政

部 トノ交渉ノ仲介機関タル ニ過ギズ」9)と の見解 もあるが、税務処設置の評価は、その現実

の活動より判断する必要があろう。

税務処は民国以降も存続 し、その本領を発揮するようになる。内部の機構をみれば、清末か

ら民国初年では四つの部署に分かれ、その 「第一股」の職務の一つに 「機器製造各貨税」が挙

げられているのである。その職務内容は記載されていないが、この部局を一基盤に して、督辮

税務大臣が、主として外務部(民 国後、外交部)、 戸部(光 緒三十三年、度支部。民国後、財

政部)、 商部(光 緒二十九年設立、三十四年農工商部に改組。民国後、工商部、農商部)と の

意見交換のなかで、在華機器製品の課税問題が審査決定されてい くのである。10)設置 された

税務処はその後の実質的な国内製品免税措置への足掛か りとなる機関といえる。

②清末、中国国内機械製品への課税の過程

さて、上海機器織布局、湖北機器織布局への優遇措置はその後、中国国内機械製品全般に適

用するよう直ちに成文化されたとはみられない。 しか し日清戦争後に課税問題が浮上する。同

戦争による日清議定書(光 緒二十二年、1896年)に おいて、外国資本の中国国内工場設置が認

可され、これに伴い、あらたな提案がなされた。総税務司の提議にもとづき、中央政府は国庫

増収と利権保持の両面から、全ての機械製品に対 し、在華中国資本と在華外国資本とを問わず、

統一的に従価1割 の 「離廠税」(工場出荷税)を 課す、 とした。11)

この課税率は衝撃的であ り、1895、96年 当時、 日本では紡績、紡織会社を中国に進出させよ

うという計画があったが、計画が瓦解した直接の理由は、「清国側の製造品課税の動 き」であ

った とい う。12)この1896年 は、まさに 「中 日通商行船条約」について折衝に入ろ うとしてい

たときで、 日本側が、中国で製造する洋式製品について一切の課税免除を勝ち取る魂胆をあら

わに したため、中国政府がこれを排除せんとして提出した案だともいわれている。13)

しか しこの1割 徴税案は、張之洞、江蘇巡撫趙舎予e、 漸江巡撫彦壽豊らの反対で実施にいた
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らなかった。このときの張之洞は、税収の問題より中国の実業振興を保護することを理由に、

反対を主張 していた。上海織布局以来、ようや く 「萌芽」の段階にいたった華商の機器製造工

場に対 し1割 の 「加税」は負担であるとして、「値百抽十之新章」は暫時延期 し、「商務が大い

に盛んになり、かつ各国が又一律に輸入税の加税を認めたときに改めて行なう」べきことを説

いている。14)

ついで、光緒二十八(1902)年 、マッケイ条約の交渉でふたたび、中国国内での洋式工場の

製品は一種の 「廠貨税」(工 場製品税)を 納め、その額は輸入税の2倍 すなわち従価1割 の統

一的税額で内地通過税に代えるとの規定が含まれた(第8条 第9節)
。 しか し同条の関税 の条

項が列国の承認を得られなかったため、条約は効力を発揮できなかった。

このため中国政府は臨時の措置 として、(一)紡 績会社 の綿 糸綿布 に対 しては、威豊八

(1858)年 の税率表に従 って正税を課 し(物 価の上昇等により清末、実質5分 以下 となる)、

以後一切の内地税を免除 し、(一)そ の他の工場の綿糸布および雑貨に対 しては、従価5分 税

を課 し、以後一切の内地税を免除する等をさだめた。15)

また史料によれば、1908年10月24日 付けで、税務処は、「内地製造品」にたいし輸入税 の2

倍を賦課 して 「内地の工業を根絶せんこと」は 「不当な り」とし、「機械を以て製造せられた

る外国風の貨物は、之を他港に輸出する場合に臨み、単に輸出税として五分を支払へば、到着

港に於て従前賦課 し来 りたる半税を廃止 し、之を内地に搬入する場合には、藍掲其他一切の内

地税を免除すべ し」と決定 し、各海関に通牒 した。16)

さらに、光緒末年(1905年 前後)よ り中国では 「利権回収熱」が勃興 した。上記の状況につ

いて、当時 日本側の史料は、「清国政府ハ徴税政策ノ上二於テ明白二保護主義」をとったとみ

なしている。「国内産業保護 ノ為メニ、内国生産品二対シテ、別 二消費税 ヲ課セス。唯貨物ノ

原産地ヲ離ルNヤ 、最初ノ鋤関旧来ノ税関又ハ藍金局二於テ五分ノ従価税ヲ課スル外、内地二

於テ其輸送二際シ何等通過税及 ヒ藍金ヲ賦課スル所ナキニ」(筆者断句)、 これに対 し外国輸入

品には5分 の輸入税に、開港地以外に搬出するときはさらに2.5分 の抵代税(子 口半税)が 課

される、と強い警戒感を示 している。17)

よって、同種の外国品にも同一の待遇をあたえるべきで、内国品のみへの内地藍税免除は

「条約違反」であ り矯正すべきであると列強は捉えたのである。18)しか も結局、かつて従価

1割 案も出た税率が、5分(輸 出税額に等 しき製造税)と されたのである。こうした政策が実

施されたのであれば、た しかに国内産機械製品への 「保護政策」といえよう。その実態はどう

であったのか。
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③清末、「正税一道」(基 本税一回)に よる納税

清末の事例としては、r商務官報』等に機械製工場の納税免除申請の概況がうかがえる。

司候選道顧思遠は光緒三十二(1906)年 、博山破璃公司を開設するに当た り、「正税一道」

による納税を申請 した。結果、税務大臣は、前年、外務部が華商の機器製造による耀徐破璃公

司に関 し 「祇完正税一道」を許可 した 「成案」(前 例)に 依拠 して、同様に処置 させた。その

際、「将来中英新約第八条第九節」が施行 されれば 「出廠税」(工 場製品出荷税)に 改めると、

付記 している。暫定的措置ではあるがこの時期、正税5分 のみの徴税 を認めていたのであ

る。19)

この耀徐破璃公司への許可を 「成案」として、他の工場に 「正税一道」による納税を認めた

例が、別の史料にもみられる。光緒三十二年三月、候選郎中鹿元徴がつぎのように上申した。

湖州地方南薄地方に青城機器造紙廠を開設 した。紙の見本を供 して登記を申請するとともに、

「耀徐破璃公司の納税辮法で措置 していただき、販売運送を広げたい」と。これを受けて商部

は、外務部に対し 「昨年、貴部の春復にあった、r凡 そ機械製造貨物は全て正税一道を納税せ

しめ沿途の税藍はすべて重複徴税を免除せ しめる……』(r凡 機器製造貨物統令完納正税一道沿

途概免重徴……』)の成案と符合する」 として、このたびの青城紙廠 もまた機器製造によるも

ので、耀徐破璃公司成案の援用の申請は許可すべきである、と述べ、外務部もその通 り許可 し

たのである。光緒三十一年以前は商部、外務部等が合議の上、三十二年以降は税務処も加わっ

て、機械製工場に 「正税一道」のみによる課税法を認可 していたことが確認できよう。20)

また、工芸官局織錦科王愚欽は、その製織する洋式の綱鍛、絨布などについて、前例に従っ

て 「正税一道を納めすべて重複徴税を免除する」ことを願い出た。これにたい し税務処は、該

商は、「火油発動織機」を用いて織出してお り当然、機器製造貨物であ り、搬出す る第一子口

(「関辛」)(関 所)で 「価格の5分 徴税にそって正税一道を納税する」ほかは、「沿途の関所」

では脱税等の不正のないかぎりそのまま放免 し、それ以上は 「税藍」を徴収 しないことを許可

した。定例の付加条項ではあろうが、ここでも 「中英新約第八款」が将来施行されれば、その

第九節に照らした 「出廠税章程」に従 うことをただ し書きしている。この点、なおマッケイ条

約が生きてお り、暫行的であるがゆえの認可であることを確認することによって、外国の同意、

黙許を得ようとする意図のようにも受け取れるのである。21)

この他、周鶴林が、西洋の製造法を模倣 して石鹸を製造 し、「例によりてただ正税を納める

のみで藍金徴収を免除する」ことを申請 した例がある。商部から回された申請にたい し税務大

臣は、先例で金陵公茂廠、蕪湖裕祥公司はみな外国式の石鹸を製造 し、すでに外務部とともに

本処が 「機器彷造洋貨」に照らして、「運錯出口」のとき5分 の正税のみを賦課 し、「沿途関辛」

は検査するのみで 「それ以上は藍税を徴収 しない」としている。今回の周鶴林の隆茂肥1自公司

も事は同じであるから 「成案」に照らして措置するよう回答 している。そ してここでも、将来、
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「中英新約第八款」が施行されればその第九節によって 「出廠税章程」に依拠 して処置すると

の一項を常套句として加えている。22)

ここで先例 となった 金陵公茂廠は、『商務官報』以外に資料を求めれば、さらに遡 って商

部設置以前の申請事例に出現する。光緒二十八年、鄭宜元らが金陵に公茂廠を設立 し石鹸等を

製造 した。「(李鴻章の)織 布局の旧例にのっとって、正税一道を納付すれば、それ以外すべて

免税された」。ここでは、いきつ くところ、李鴻章 の機器織布局の課税方法が踏襲 されている

ことが明らかになる。ついで光緒二十九年、蕪湖の鴻昌肥皇公司が、「公茂の例の援用」を申

請 し、工場出荷のまえに5分 の正税を納付すれば、「何処に輸送 しても一切税藍の免除」(「無

論運往何処,概 免抽藍」)を許可 された。23)

また、清末の許可基準は主として、上海織布局、湖北織布局のレヴェルに置いていたようで

ある。上海に郵耀昌らが設立 した宏興織布公司は、機械を購入 し土貨を改良したとして、免税

を申請 した。初回の申請時、上記二者の製品とは異なるとして 「土布向章」に照らして納税す

るよう命 じられた。その後同年中に再度申請 したものとみえ、この時に免税の許可を得たよう

である。24)また、絹織物とみ られ る 「様綱」についてであるが、杭州の呉恩元は揚華織綱公

司を設立 し、杭州操震橋商会を通 して 「機器織布局」による徴税法を申請 した。 しか し、農工

商部は 「上海機器織布完税章程」は、機器製造の方法によるものに対 してである、として同公

司製品は該当 しないとした。25)品質管理については当時、上海織布局、湖北織布局を基準と

していたようであるが、揚華織綱公司の申請は絹織物にも免税対象製品の拡大へと結びついて

い く傾向を示すものである。

資料を列挙 したが、政府の規定とは別に、「成案」「旧例」とい う表現がいずれにも出現する

ことは注 目に値する。事例を列挙するのみでは、事柄を定式化できない。 しか し、この時点で

「成案」があ り、機械製品 ・洋式製品と見倣されるものはほぼ、「成案」に依 って 「正税一道」

の納付のみで沿途の藍金等通過税を統一的に免除されたことは、すなわち、「成案」が認可の

基準として機能 していたことを意味する。関連部局は、この 「成案」をもって対外的に、暫行

的措置とい う名 目を楯として、事実上の許可基準としたと考えられよう。この点で政府のとっ

た施策は、国産品の販路拡大のための実際的な措置であった。

(2)民 国初期の免税適用拡大

①機械製小麦粉をめぐる督撫と業者

機械製小麦粉は、さきに外務部が機器彷製洋貨の例に照らして5分 税のみで沿途流通の免税

を許 し、ついで光緒三十一年に海豊麺粉公司が税藍免除を申請 した際、商部が外務部に諮って、
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とくに 「洋麺抵制のため」(洋 麺は非課税)す べての機製麺粉に暫時、5分 税 も含めた全面的

免税を認めていた。免税がかなり普遍的になりつつあったことを示 していよう。

ところで、国内でみれば、一方では、「暫行的措置」の扱いについては、藍金収入を直接の

財源としてきた地方督撫層から、中央に相反する要請も出されている。優遇措置を受けた機製

麺粉について、光緒三十三年、両江総督は度支部を通 し税務大臣につぎのような上申書を提出

した。

「機製麺粉の免税に関 し明文には期間の制限がない。もし永遠に徴税を免除をするなら(地

方)税 収に大いに障害となる。もともと免税原案は、中英商約第八款が出廠税を施行 した時に

改めて統一 した方法を取ると記載 しているが、中英商約はす ぐには施行されがたい。かつ機製

麺粉は本来、暫行税である。免税期限を決め、満期以後はもとどお り徴税できるようはからっ

ていたただきたい。」

この上申に対 して、税務大臣は両江総督 の要請を勘案 し、「本年八月より一律に期限を切っ

て免税五年とし、満期になればさらに状況を見て方法を定める」ことを、商部から北京麺粉公

司、上海江寧商会等に、また湖広総督を通 して漢口漢豊麺粉公司に通達を出している。26)

この後、宿遷県に創設された永豊麺粉公司も、阜豊、海豊等公司の 「成案」によって 「暫免

税藍五年」を申請 し、五年期限の税藍免除を許可された。27)

機器製造麺粉についての期限付き免税措置の実施は、地方の税収確保と中央の国貨奨励との

政策上の矛盾を回避する彌縫策である。清末の機械製国貨奨励政策は、地方税収との均衡の上

で実施せざるをえなかった。

ところがこの後、興味ある経過がみられる。光緒三十三年八月から民国元年九月十 日までの

5年 間の藍金免税期限の後、藍金免税1年 の延期を許可され、さらに、免税期限が撤廃された

のである。この間の事情をつぎの上書文が語っている。

民国二年、上海阜豊麺粉等の公司は税務処に上申書を提出した。その文によれば、「華商の

機械製麺粉の五年の免税期限は昨年八月に満期になり、各公司の要望により一年延期され措置

済である。いままた満期になったため、各省の麺粉公司と合同で何度も会議を開催 した。洋麺

が無税であるのに対 し、華麺は断 じて納税を開始 しがたい。どうか洋商の免税と同一期限に し、

逐年手続きをする手間を除いていただきたい。……洋麺を一 日免税にすれば華麺も一 日徴税を

停止するよう許可されたい。並びに各省関辛に一律に遵守 し以て実業を保護 し商情に添 うよう

通達されんことを懇願する。」

これにたいし、税務処は、「洋麺の輸入は約章に照らして免税である。もし機械製土麺粉に

にわかに徴税すれば土麺粉を取 り残すことを免れない。本処は実業奨励のため、申請どお り許

可 し、すべての華商の機械製麺粉は元の方法に依って税款の徴収を免除 し、さらには期限を定

めるには及ばない。……将来、通商輸入税則が改正されるか、あるいは別途、麺粉画一徴税辮
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法を定めた時には該公司等は一律に遵守されたい……二年十月」と指示するとともに、財政部

に伝達 した。28)

この場合、麺粉が民食であることもあって徴税を一切免除 し、さらに輸入麺粉にたいする土

麺の保護を地方税収よりも優先 したのである。新税則の成立待ち等の条件付きであるが、機器

製造麺粉公司は当面、免税期限の排除に成功 したのである。申請 許可とい う認可行政の背

景に民間企業の強固な意図が うかがえるし、官においてもその必要が認識されていたと考えて

よい。

② 「貧民工場」への適用拡大:「吉林実習工廠成案」

民国元年十一月、工商総長劉揆一は初めての全国臨時工商会議を開催 した。会議に出席 した

代表は百余名にのぼ り、議案は57件 に及んだ。その議題の一つに 「貧民工場」を奨励するため

税掲(税 金)を 免除する件があ り、「吉林実習工廠成案」を援用することを決定 した。 このた

め江蘇省泰県の商弁第一工場は同工場製綿布のサン プルを江蘇民生長に送付 し 「確かに洋式を

模倣 したものである(「彷照」)」であるとの認定を受けた。そこで江蘇国税庁壽備処を通 し、

財政部等が検討 した結果、「機械製造洋貨模倣専章」(「機器彷照洋貨専章」)に 照らして措置す

ることは規定に相符合するとの結論を得た。よって、該工場のすべての洋式の綿布は、他所に

運搬販売するときは通過する第一関で5分 の正税一回を納付 して運単(運 輸許可書、貨物送 り

状)を 受けとり、不正の無いかぎり 「一律に重複徴収を免除する」とする許可を受けたのであ

る。29)

吉林の 「実習工廠」とは、新政の基地、東北吉林に数ヵ所設立されたとみられ、光緒三十三

年七月、松花江南岸に開設 されたのが最初のもののようである。30)このなかの吉林迎恩門外

の 「吉林実習工場」は、「布疋、鉄器、皮革」等について宣統二年五月、「洋式のものであるな

らば、当地での小売 りは税藍を免除 し、他所へ運送販売する場合はr機 器彷造洋貨辮法』に照

らして、第一関で正税一道を納付させ沿途は重ねては徴税 しない。華式の物品はなお土貨徴収

通例に照 らして処理する。」との認可を受けていたのである。ただこの方式は、税務処編纂の

統計書では、「機製洋式貨物」の減免税 とは区別 して、「各種土貨免税」の項 目に入れられてい

る。31)

江蘇省泰県の商弁第一工場の事例では 「洋式布疋」の基準があきらかでないが、様式、品質

ともに機械製の洋式綿布に照らして遜色はないと判断されたもののようである。

関連する事例をさらに追ってお く。江蘇省の利生工廠が、出荷が増加 したのに伴い漢鎮に販

売支店を設け商品を運搬することを計画 した。そこで製品の綿布、靴下等はみな 「彷照洋式」

で製出したものであるので、「泰県成案」を援用してもらいたいと財政庁、江蘇巡按使を通 し

申請 した。これにたい し、財政部は、巡按使がすでに 「確かに洋貨を模倣 したものである」と
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声明しているからには、申請は前案件と符合するとした。これを受けて税務処督辮梁士論は、

工廠製造の商品はすでに税務処が暫時 「吉林実習工廠成案」に照らしてそれぞれ徴税、免税の

方法をとるよう指示 し処理済である、とし、財政部からの春文にも利生工廠の製品は 「確かに

洋式を模倣 したものである」とあるため、前例によって措置すべきである、とした。32)

「泰県成案」とはすなわち 「吉林実習工廠成案」である。利生工廠の案件には 「洋式」の商

品であることのほかに、江寧一帯の兵乱のなかで 「この工場は貧民を救済する点で通常の営業

とは同様ではない」とい う点も前例援用の理由に付記 されていたように、この種の 「貧民工場」

は清末新政時期に東北、華北は じめ各地に設立され、授産と技術改良を兼ねて運営されていた。

「吉林実習工場」はその模範工場としての位置から、製品中の洋式物品への免税の措置が早期

に適用され、事後、これが 「成案」となったものであると判断できよう。

③手織 り洋式綿布への適用拡大:天 津

ところで清末、北洋を中心として手織 りの綿布(土 布)の 改良が重ねられていた。この問題

はかつて拙稿で叙述 したので、簡単に触れるにとどめる。天津、高陽、北京等を中心に工芸局

とよばれる官立の工場、のちには民間の小規模の織布工廠が、鉄輪を組み合わせた足踏機を導

入 し、外国綿糸を混織 して広幅で均質な洋布模倣綿布すなわち 「愛国布」の製出に成功 してい

た。光緒三十一(1905)年 前後のことである。33)

当時高陽一帯では、楊木森らが資本1万 元程度の鉄輪紡織廠や鉄輪織布工廠を設立 していた。

そ して高陽商会は、製出す る 「土布、斜紋土布」等の納税額 の指示を仰いだが、税務処は、

「天津抄関の徴税章程」によって決定すべきことをもって回答の基本とした。綿布のなかには

「寛二尺二寸」の、すなわち洋布の布幅に匹敵するものがあ り、また 「斜紋土布」(ジ ーン、

ドリルなど綾織 り綿布)に は薄手の 「細」布もあったが、税額は抄関(常 関)の 決定に任せ、

この時点で、機械製洋布の模倣品とはみなしていなかった。34)

その後民国以降に手織 り織機の改良が広まり、輸入綿糸の縦糸への使用も普及 し、産出する

綿布が均質、高級化するとともに、実質上、機械製の製品と同質のものとして、各工廠は 「正

税一道」による納税の申請をする事例が多 くなったとみられる。

ここでは、先にも触れたように手織 り織布業改良の先陣を切っていた北洋、なかでも、多数

の民間工場が創設され、改良綿布 「愛国布」を製出していた天津を中心に、民国初期の税藍減

免の過程を参考としよう。清末より、北洋実業の中核 となった実習工場、工商研究所(責 任者

は宋則久、楊暁林)等 の機関が、織布業の技術者を養成 していった。かれらが独立 して創設 し

た工場数は天津で1916(民 国5)年 に、ある資料によれば52軒 、職工数2532人 を数えている。

また1914年 時点では織機台数は、約2500台 で、木機と鉄輪を装着 した改良型の足踏機が 「相半

ば」 した。
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このような発展を背景 として1915年3月 から4月 にかけて、「天津民立衆工廠商人」は天津

商務総会を通 し、天津鋤関管理の華善らとつぎのような交渉の経過をみた。

民国元年、海関が則例を査定 したところによれば、「愛国布」は 「中国土布」 と性質が同じ

く、土布旧例によって百斤30両 ごとに正税1.5両(5分 に相当する)を 徴収する。ただ 「愛国

布」は確かに 「彷造洋式貨物」であるので、かつて、織布業者らは鋤関に申請 し、規定に照ら

して 「統税」(生産地において一回のみ徴収する税)で 徴収 し 「彷造税単」(洋 貨模倣製品納税

証明書)を 使用す ることを許可された。つま り0.75両の半税を加えて2.25両 の 「統税」 とする

方法によって、「いずれの省に運輸 してもすべて重複徴収を免除す ること」(「運往何省概免重

徴」)と なったのである。販売先が河南、山西、陳西、甘粛、新彊等の 「遠省」であったため、

土布としての 「愛国布」には当時運用 しうる最適の税法だったとみられる。

ところが翌1913年8月 、「海関辮法」に照 らして一律に百斤45両 と査定された。 さらに 「商

業后如発達、再行酌増佑価」との命令を受けたのである。その意味は、査定価格の値上げのほ

か、「海関辮法」の税藍を賦課することによって、土布に対する 「彷造税単」の使用すなわち

統税による 「運往何省概免重徴」の便宜から排除されたもののようである。商工業者たちの言

によれば、一方では、昨春より日本の服地の売れ行きが良いが、それは(五 分の輸入税以外)

子口半税のみの納付で税藍は重複徴収されない、両者、雲泥の差のようであ り、我が国工業は

実に将来の発達は望めないといえよう、と訴えていた。 こうした理由をもって、「商等百数十

家」は連名で鋤関に、旧例に拠るよう上申書を提出した。また天津商務総会は事情を汲んで、

国貨提唱のため、統税を徴収 し 「彷造税単」を発給 して商民の銀難を救ってもらいたいと、申

請 した。

これに対 し、天津鋤関管理華善は、もし 「機械製品模倣貨物」の場合は、正税一回の納税の

みで 「一律に重複徴収を免除されるとい う特別の利益」を享受でき、五分税のみでよい、 しか

し 「普通貨物」は海関則例によって納税 し、すなわち 「彷造単」による免税の利益は享受でき

ない、として要求を斥けた。35)

この後9月 頃より、織布業者は天津商務総会を通 して税務処、財政部等と交渉を行なった。

「天津衆織染工廠董事天津笛品所宋則久、実業工廠韓錫章、中益工廠五錫論、善記工廠趙瑞年」

等の申請書によれば、このたびは織造する所の 「大小花素布疋」(柄 物、無地物)に ついて、

「正税一道を納税すれば、沿途は一律に重複徴収を免除すること」を求めていた。すなわち他

省の各工場の 「機器彷造洋貨成案」にならって納税することを要求 したのである。農商部の指

摘によって、織布業者は公司および商家としての登記を行った後、その製品が実際に 「機器彷

造洋貨」として通用するか審査を受けることになった。織布業者の文書では、各工場の用いる

織機は多 くは 「鉄輪木機」(自 動足踏織機)で あ り 「日本の織機の製法に倣い、その型式は 日
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本のものと異ならない。また現在、各鉄工場は鉄輪機をあらたに発明し西洋式に倣って製造 し

てお り、これを購入する工場も多い。織布はみな洋貨を模倣 して製出したもので、すべて機器

を用い、織法は従前の土法とは同じでない。この国貨提唱の際に当た り、税率を軽減すれば販

路を拡大でき、そ うすれば国貨 も自ずと発達する」 と述べ、「機器彷造洋貨」 としての正税一

道のみの納税許可を求めていた。

ちょうど冬季の結氷時期を 目前に し、また津海関税務司が増税 しようとした等の事情も加わ

って、業者、天津商務総会は結論を急いだ。「董事宋寿恒(宋 則久)、 趙蓮肪」が直接、綿布の

見本品を携え農商部に赴き、さらに税務処の審査を請 うことになった。こうした経緯を経て税

務処は 「上海宏興織布公司(前 出)の 機制布疋について、すでに本処が五分の正税の納税のみ

で運単を与え沿途の税藍は免除 した。……今、天津民立織工場の機制布疋もすでに検査 したと

ころ、一般の外貨とほぼ同じである。宏興公司の成案を援用 して処置すべきである」とい う許

可を出したのである。1915年12月18日 付けのことであった。

また津海関監督の財政部への文書によれば、「天津には工場が林立 している。 このたび宋則

久らがr機 造洋貨』納税法の援用を求めたが、その適用は今回、名称を列挙 した工場に限る。

・当該工場は工場の屋号、ブラン ド名を明細書に書き出」すように、とも指示 してお り、実

際の天津の工場数は、「百数十家」を上回ったともみ られる。36)

日本の業界もこの免税措置の経緯をつぎのように注視 していた。

「(従来は)販 路省外に及ばざりしを以て、工芸局(北 洋工芸総局)よ り直隷総督に申明し

運布の執照を付 して各処に運往するに方 り、一切の税藍を免除することを許 し保護奨励至らざ

るなか りしを以て、直隷省内の内地機業面 目を一新 し、現今にては高陽県の織機台数一万五六

千台を有するを筆頭とし、天津、北京の二千台乃至千五百台、……已に今 日に至 りては上記各

地方の工廠にても全部木輪を廃 して鉄輪機を使用 し、従て製産品も次第に品質を高めたれば、

若 し中央政府に於て相当の保護奨励を加ふれば、内地の斯業は益々発達隆盛を来すことなるべ

し、然るに機業有力家の説によれば、中央政府は財政窮迫の結果……本品模倣棉布の如きも前

清政府奨励の苦心を犠牲として惜まず、之れが移出に付ては土布移出税率に照 し納税を要する

に至 りたるを以て非常の影響を蒙 り……」(句読点は引用者による)と 、中央政府の施策には

悲観的な見方をしていたが、結果は、上記のように、商工業者の熱意によって、「機造洋貨」

納税法の援用が認められたのである。37)

各織布工場のブラン ド名を印刷 した 「天津愛国布引き札」は、現在、40種 あまり天津歴史博

物館に保存されている。こののちの時代のものもあるが、当時、折からの反 日ボイコットに乗

じた宣伝の意味と同時に、他工場商品と区別 して洋式綿布としての認定を獲得するための必要

からもブラン ド名が盛んに作られたのであろう。38)

天津の織機台数は1914年 の約2500台 に比べ、17年 頃、約6000台 、18年 に約8000台 と増加 し、
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そのほとんどが鉄輪の自動足踏織機になったこと、また工場数も1917年 の調査で270余 軒にな

っていたことは、他の要因と合わせ、この税制上の減免措置が一理由であったと考えられる。

またこの特典は他の地方にも適用されていったことが、史料からうかがえる。

江蘇地域の 「旧式織布業」の項で、「(手織織布の中心地である)上 海及其他江蘇省一帯は、

…手織機業は何等衰退の形跡を認めず、現今尚旧式による織布工場は浦東を合 して其数二百

を算 し、織機三千台に達す、……是等は殆ど木製手織機なれ共、問北の問北織布廠、……三星

布廠の如き鉄織機を三、四据付け居 るものあり、」という状況であった。上海の旧式織布工場

として69軒 が挙げられてお り(一 部設立年 の判明する工場の創設年は、1909～1917年)、 製品

は 「愛国布、縞布、電光布」等で巾は一定 していなかったが、これら工場の内、「華新、振興、

振新、理華、厚生、栄大」の6工 場製品は 「従価五分のr物 産税』を納付 し、以て輸出税及沿

途一切の附加税を免除せらるNの 特典を有す」とされている。

南京の 「利生工芸廠」は1913年 の創立で第二革命後、失業の細民に生計の途を与えることを

目的 とした。木機150台 を有 し、 日々就業す る者は男工80余 人、女工70～80人 で、一部原料綿

糸に42番 手の細糸を用い、製品は 「条子布 〔縦縞物〕、格子布 〔横縞物〕、愛国布 〔灰藍色の無

地物〕」であった。 これ らの製品には、「洋式模造品たるの故を以て一昨年(1916年)特 に其製

品運輸に対 し保護を与へ、他地方への運送に対 しては、正税従価五分課税の外一切の通過税を

徴収せざるの特典」を得た。

また武進の大論織布工場(1916年 設立、資本9万 元)は 、製出する 「飛熊、太少獅、腱球の

ブラン ド名のある斜紋布及び緕光、条格、愛国、席法のブラン ド名のある平布は共に藍金免除

の特典」を1918年8月 に受けた。39)

手織による綿布でも、原料綿糸、布幅、使用織機による製品の精緻さ等が 「洋式模倣品」と

査定されれば、5分 正税の納付のみで、藍金は免除される道が開かれたのである。

なお中華民国とい う時期に注 目すれば、「国税」制定への指向が表面化 してくることも一つ

の特徴である。 紡績工場について、上海同昌紡紗廠が、江蘇都督、工商部、財政部を通 して

つぎのように申請 した。「光緒三十四年九月に開設 し機器を設置 して、現在一 日に二十余包の

粗、細棉紗を製出し成果が見られるようになった。(民 国元年に至 り)r税 関向例』(税 関慣例)

すなわち、上海各紗廠が製出する棉紗が正税一回の納付のみを行い免状に記入すれば、以後各

口に運搬販売 しても重ねては徴税されないとい うこの慣例を適用 してもらいたい」と。これに

たい し、税務処は、「機械製棉紗の出口は洋関、常関を論ぜず、光緒十七(1891)年 に一担ご

とに正税七銭(1858年 制定の旧税法による輸出税額)を 納付すればいっさいの追加徴収を免 じ

ると記録に残されている、いま上海同昌紡紗廠も機器を用いて粗、細棉紗を紡出していると言
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明しているからには……毎担、正税七銭を納付させ運単を給与 して、ブラン ド名の詐称、密輸、

脱税がなければ通行させるように」と、各関税務司に命 じた。そ してここでは、中英商約第八

款の出廠税の施行までとい う条件には触れずに、将来 「国税」が整頓されたとき、別個 「棉紗

徴税辮法」を定めるならそれを遵守すべきものとしている。40)

民国に入 り、輸出入関税等外交交渉とのからみによる国内税制の決定ではなく、国内での統

一的な 「国税」や税則の決定、適用が急がれていることが窺えよう。

また、光緒十七年といえば張之洞の機器織布局設立の翌年であ り、1担 ごとに正税7銭 とは、

李鴻章の工場の例にもとづき特典を得た課税額で、その税額が引き続き有効であること、すな

わち、光緒二十八(1902)年 改訂海関輸入税額(5分)の 綿紗1担 に付き9銭5分 より低い税

額を適用 して、従来の優遇措置を援用 していることが分かろう。
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